
令和 8 年度歯科医師認知症対応力向上研修 開催要領 

 

１．目  的 

高齢者が受診する歯科医療機関の医師及び歯科衛生士等職員を対象に、認知症の方本人とその

家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性等を習得するための研修を実

施することにより、認知症の疑いのある人に早期に気づき、かかりつけ医等と連携して対応する

こと、その後も認知症の人の状況に応じた歯科治療・口腔管理を適切に行い、認知症の人への支援

体制構築の担い手となることを目的とする。 

２．共  催：島根県歯科医師会、島根県高齢者福祉課 

３．日  時：令和８年７月２６日（日） ９：００～１２：１５ 

４．開催場所：島根県歯科医師会館及びオンライン（Zoom） 

５．対  象：島根県内に勤務（開設を含む）している、歯科医師及び歯科衛生士等職員 

６．内  容： 

 （１）講演Ⅰ「認知症の基本知識」（６０分）     

講師：島根大学医学部附属病院 内科学講座内科学第三 脳神経内科  

         助教 金井 由貴枝 氏 

（２）講演Ⅱ「かかりつけ歯科医の役割」、「歯科診療における実践」、「地域・生活における実践」

（１２０分） 

   講師：地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター  

歯科口腔外科部長 平 野 浩 彦 氏 

７．申し込み方法 

右記ＱＲコードより島根県歯科医師会までお申し込みください。 

〔締め切り日〕令和８年７月１０日（金） 

８．問い合わせ先 

   （一社）島根県歯科医師会事務局  

  TEL：0852－24－2725 FAX：0852－31－0198 

  ✉info＠shimane-da.or.jp 

９．備 考 

（1）受講後、歯科医師には島根県知事名、歯科衛生士等には島根県歯科医師会長名の修了証をそれぞ

れ交付します。 

（2）この研修会は、施設基準「在宅療養支援歯科診療所 1・2」（歯援診 1・2）及び「小児口腔機能管

理料の注 3に規定する口腔管理体制強化加算」（口菅強）の届け出に必要な追加研修の一部に該当

します。 

（3）この研修会の受講は、「しまねオレンジデンティスト」の登録要件となります。 


